
高知県漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱

（新） （旧）

高知県漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱

第１条 （略）

（補助目的等）

第２条 県は、漁業活動の維持、向上等に必要な事業及び減災対策事業を支

援することによって、漁業の振興を図るため、別表第１に定める事業主体

の実施する事業（以下「補助事業」という。）に要する経費について、予

算の範囲内で補助金を交付する。

第３条～第 15条 （略）

（附則）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、同年３月23日から施行する。

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条、第７条、第８条第３項、

第９条第３項、第11条及び第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有

する。

３ 第２条第３項の規定による申請及び同条第４項の規定による決定は、こ

の要綱の施行の日前においても行うことができる。

（附則）

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、令和５年３月23日から施行する。

（附則）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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第１条 （略）

（補助目的等）

第２条 県は、漁業活動の維持、向上等に必要な事業及び減災対策事業を支

援することによって、漁業の振興を図るため、別表第１に定める事業主体

の実施する事業（以下「補助事業」という。）に要する経費について、予

算の範囲内で補助金を交付する。

第３条～第 15条 （略）

（附則）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、同年３月23日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条、第７条、第８条第３項、

第９条第３項、第11条及び第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有

する。

３ 第２条第３項の規定による申請及び同条第４項の規定による決定は、こ

の要綱の施行の日前においても行うことができる。

（附則）

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、令和５年３月23日から施行する。



別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

（略）補助事業者 事業主体 備考

(略) （略） （略）

（一社）高知

県水産資源管理

機構

（一社）高知

県水産資源管理

機構

補助事業者と事業主体とは同一とする。



別表第２（第３条関係）

事業区分１～２ (略)

事業区分４～５ (略)

事業区分６ 削除

別表第２（第３条関係）

事業区分１～２ (略)

事業区分４～５ (略)

事業区分 事業種目
補助対象経費
（注１）

事業費の

限度額
（注２）

補助率

３ 漁場・漁
業環境整備
事業

内水面漁場環

境改善事業

内水面資源の繁殖及び保護を図

るための漁場環境整備等（産卵
場造成、魚道整備、害鳥獣や外
来魚等の駆除等）に必要な経費

藻場造成関連

事業

（注３）

有用水産生物の発生及び成育に
適した藻場造成及びブルーカー
ボンの取組推進のために行う藻

場造成に必要な経費

浚渫工事事業 航路及び泊地等の確保に必要な

浚渫工事等の委託費

資源及び漁場

の調査事業

資源及び漁場の調査、調査機器

の購入等に必要な経費

事業区分 事業種目
補助対象経費

（注１）

事業費の
限度額
（注２）

補助率

３ 漁場・漁
業環境整備

事業
産卵場造成関

連事業

カワウ等被害

対策事業

藻場造成関連

事業（注３）

水産動植物の繁殖及び保護を図

るための漁場環境造成等に必要
な経費

浚渫工事事業 航路及び泊地等の確保に必要な
浚渫工事等の委託費

資源及び漁場

の調査事業

資源及び漁場の調査、調査機器

の購入等に必要な経費

６ 燃油タ
ンクの減災

対 策 事 業
（注４）

現存の漁業用
屋外燃油タン

ク（廃油タン
クを含む。）の
撤去

漁業用屋外燃油タンクの撤去及
び撤去後の土地の原状回復等に
係る工事委託費

１事業当た
り下限100万
円とする。

10 分の７
以内

市町村負
担率：10

分の３以
上

漁業用屋外燃
油タンクの撤

去に係る地下
タンク等設置
のための地盤

調査や設計

漁業用屋外燃油タンクの代替給

油方法としての地下タンク等設
置のための地盤調査や設計委託
費

漁業用屋外燃
油タンクの撤

去に伴う代替
給油施設の整

備

漁業用屋外燃油タンクの撤去に
伴い必要となる代替給油施設の
整備に必要な経費



注１～３ （略）

注４ 削除

注１～３ （略）

注４ 減災対策事業については、漁協に対し、消費税以外の負担がない

よう市町村に該当する負担を求めるものとする。


